
甲 第 ８ ７ 号 議 案 

   地方自治法施行令第１５２条第１項第３号の規定による岡山市長の調査等の

対象となる法人の範囲を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 地方自治法施行令第１５２条第１項第３号の規定による岡山市長の調査等の対象となる

法人の範囲を定める条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ２ 年 ６ 月 ８ 日提出 

岡山市長 大  森  雅  夫 

岡山市条例第   号 

   地方自治法施行令第１５２条第１項第３号の規定による岡山市長の調査等の   

対象となる法人の範囲を定める条例の一部を改正する条例 

 地方自治法施行令第１５２条第１項第３号の規定による岡山市長の調査等の対象となる

法人の範囲を定める条例（平成２４年市条例第５０号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中第１号を削り，第２号を第１号とし，同号の次に次の１号を加える。 

(2) 一般財団法人岡山市スポーツ協会 

 第２条中第３号を削り，第４号を第３号とし，第５号を第４号とし，第６号を第５号と

する。 

   附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 

提案理由 

 公益財団法人岡山シンフォニーホールの合併に伴い，当該法人を地方自治法施行令第１

５２条第１項第３号の規定により条例で定める法人から除く等のため，本条例の一部を改

正しようとするものである。 



甲 第 ８ ８ 号 議 案 

   岡山市市税条例等の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市市税条例等の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ２ 年 ６ 月 ８ 日提出 

岡山市長 大  森  雅  夫 

岡山市条例第   号 

岡山市市税条例等の一部を改正する条例 

 （岡山市市税条例の一部改正） 

第１条 岡山市市税条例（昭和２５年市条例第４７号）の一部を次のように改正する。 

第１６条第１項第２号中「寡夫」を「ひとり親」に改める。 

第２４条の３中「第１２項まで」を「第１１項まで」に，「寡婦（寡夫）控除額」を

「寡婦控除額，ひとり親控除額」に，「第７項及び第１２項」を「第６項及び第１１

項」に改める。 

第２６条の２第１項ただし書中「第３１４条の２第５項」を「第３１４条の２第４

項」に改める。 

第２６条の３の２の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改め，同

条第１項中第３号を削り，第４号を第３号とする。 

第２６条の３の３の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改め，同

条第１項中「若しくは単身児童扶養者である者」を削り，第３号を削り，第４号を第３

号とする。 

第２９条の８第２項中「第６６条の７第４項及び第１０項」を「第６６条の７第５項

及び第１１項」に改める。 

第３３条第３項中「第１０条の２の１２」を「第１０条の２の１５」に改め，同項を

同条第６項とし，同条第２項中「，その他の事由によつて」を「その他の事由により」

に，「においては」を「には」に改め，「これを」を削り，「課する」の次に「ことが



できる」を加え，同項に後段として次のように加える。 

この場合において，市は，当該登録をしようとするときは，あらかじめ，その旨を

当該使用者に通知しなければならない。 

第３３条中第２項を第４項とし，同項の次に次の１項を加える。 

５ 法第３４３条第５項に規定する探索を行つてもなお固定資産の所有者の存在が不明

である場合（前項に規定する場合を除く。）には，その使用者を所有者とみなして，

固定資産課税台帳に登録し，その者に固定資産税を課することができる。この場合に

おいて，市は，当該登録をしようとするときは，あらかじめ，その旨を当該使用者に

通知しなければならない。 

第３３条第１項の次に次の２項を加える。 

２ 前項の所有者とは，土地又は家屋については，登記簿又は土地補充課税台帳若しく

は家屋補充課税台帳に所有者（建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６

９号）第２条第３項の専有部分の属する家屋（同法第４条第２項の規定により共用部

分とされた附属の建物を含む。）については，当該家屋に係る同法第２条第２項の区

分所有者（以下「区分所有者」という。）とする。以下固定資産税について同様とす

る。）として登記又は登録がされている者をいう。この場合において，所有者として

登記又は登録がされている個人が賦課期日前に死亡しているとき，若しくは所有者と

して登記又は登録がされている法人が同日前に消滅しているとき，又は所有者として

登記されている法第３４８条第１項の者が同日前に所有者でなくなつているときは，

同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいう。 

３ 第１項の所有者とは，償却資産については，償却資産課税台帳に所有者として登録

されている者をいう。 

第３７条の２第９項及び第１０項中「第３４９条の３第１２項」を「第３４９条の３

第１１項」に改める。 

第３７条の３の見出し及び同条第１項中「第３４９条の３第２８項」を「第３４９条

の３第２７項」に改め，同条第２項中「第３４９条の３第２９項」を「第３４９条の３

第２８項」に改め，同条第３項中「第３４９条の３第３０項」を「第３４９条の３第２

９項」に改める。 



第５２条の２の次に次の１条を加える。 

（現所有者の申告） 

第５２条の３ 現所有者（法第３８４条の３に規定する現所有者をいう。以下この条及

び次条において同じ。）は，現所有者であることを知つた日の翌日から３月を経過し

た日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。 

(1) 土地又は家屋の現所有者の住所，氏名又は名称，次号に規定する個人との関係及

び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあつては，住所，

氏名又は名称及び同号に規定する個人との関係） 

(2) 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税

台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該個人の住所

及び氏名 

(3) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項 

第５３条第１項中「又は」を「若しくは」に，「によつて」を「により，又は現所有

者が前条の規定により」に，「においては」を「には」に改める。 

第７２条第２項に次のただし書を加える。 

ただし，１本当たりの重量が０．７グラム未満の葉巻たばこの本数の算定について

は，当該葉巻たばこの１本をもつて紙巻たばこの０．７本に換算するものとする。 

第７２条第４項中「左欄に掲げる製造たばこ」の次に「（同項ただし書に規定する葉

巻たばこを除く。）」を加える。 

第７４条中第３項を第４項とし，同条第２項中「前項」を「第１項（法第４６９条第

１項第３号又は第４号に係る部分に限る。）」に，「第１６条の２の３」を「第１６条

の２の３第２項」に，「提出しない場合には，適用しない」を「提出している場合に限

り，適用する」に改め，同項を同条第３項とし，同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項（法第４６９条第１項第１号又は第２号に係る部分に限る。）の規定は，卸売

販売業者等が，同条第１項第１号又は第２号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等

について，第７６条第１項又は第２項の規定による申告書に前項（法第４６９条第１

項第１号又は第２号に係る部分に限る。）の適用を受けようとする製造たばこに係る

たばこ税額を記載し，かつ，施行規則第１６条の２の３第１項に規定する書類を保存



している場合に限り，適用する。 

第７６条第１項中「第７４条第２項」を「第７４条第３項」に改める。 

附則第２条の２第１項中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合

（平均貸付割合（」に，「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合

をいう。次項において同じ。）」に，「この条において同じ」を「この項において同

じ」に改め，「（以下この条において「特例基準割合適用年」という。）」を削り，

「当該特例基準割合適用年」を「その年」に，「特例基準割合に」を「延滞金特例基準

割合に」に改め，同条第２項中「特例基準割合適用年中」を「各年の平均貸付割合に年

０．５パーセントの割合を加算した割合が年７．３パーセントの割合に満たない場合に

は，その年中」に，「当該特例基準割合適用年」を「その年」に，「特例基準割合と」

を「当該加算した割合と」に改める。 

附則第３条第１項中「特例基準割合」を「加算した割合」に改める。 

附則第４条中「平成３４年度」を「令和４年度」に改める。 

附則第６条第１項中「平成３３年度」を「令和６年度」に改める。 

附則第９条第１項中「第１５条の３の２までの規定」を「第１５条の３の２まで，第

６１条又は第６２条の規定」に，「又は法」を「又は」に，「第１５条の３の２ま

で」」を「第１５条の３の２まで，第６１条若しくは第６２条」」に改め，同条第２項

中「第１５条の３まで」の次に「又は第６１条」を加え，「第１２８条」を「，第１２

８条」に改める。 

附則第９条の２の２中第２項を削り，同条第３項中「附則第１５条第２項第６号」を

「附則第１５条第２項第５号」に改め，同項を同条第２項とし，同条第４項を同条第３

項とし，同条第５項中「附則第１５条第２９項」を「附則第１５条第２６項」に改め，

同項を同条第４項とし，同条第６項中「附則第１５条第３０項第１号」を「附則第１５

条第２７項第１号」に改め，同項を同条第５項とし，同条第７項中「附則第１５条第３

０項第２号」を「附則第１５条第２７項第２号」に改め，同項を同条第６項とし，同条

第８項中「附則第１５条第３０項第３号」を「附則第１５条第２７項第３号」に改め，

同項を同条第７項とし，同条第９項中「附則第１５条第３１項第１号」を「附則第１５

条第２８項第１号」に改め，同項を同条第８項とし，同条第１０項中「附則第１５条第



３１項第２号」を「附則第１５条第２８項第２号」に改め，同項を同条第９項とし，同

条第１１項中「附則第１５条第３３項第１号イ」を「附則第１５条第３０項第１号イ」

に改め，同項を同条第１０項とし，同条第１２項中「附則第１５条第３３項第１号ロ」

を「附則第１５条第３０項第１号ロ」に改め，同項を同条第１１項とし，同条第１３項

を削り，同条第１４項中「附則第１５条第３３項第１号ニ」を「附則第１５条第３０項

第１号ハ」に改め，同項を同条第１２項とし，同条第１５項中「附則第１５条第３３項

第１号ホ」を「附則第１５条第３０項第１号ニ」に改め，同項を同条第１３項とし，同

条第１６項中「附則第１５条第３３項第２号イ」を「附則第１５条第３０項第２号イ」

に改め，同項を同条第１４項とし，同条第１７項中「附則第１５条第３３項第２号ロ」

を「附則第１５条第３０項第２号ロ」に改め，同項を同条第１５項とし，同項の次に次

の１項を加える。 

１６ 法附則第１５条第３０項第２号ハに規定する設備について同号に規定する条例で

定める割合は，４分の３とする。 

附則第９条の２の２第１８項中「附則第１５条第３３項第３号イ」を「附則第１５条

第３０項第３号イ」に改め，同項を同条第１７項とし，同条第１９項中「附則第１５条

第３３項第３号ロ」を「附則第１５条第３０項第３号ロ」に改め，同項を同条第１８項

とし，同条第２０項中「附則第１５条第３３項第３号ハ」を「附則第１５条第３０項第

３号ハ」に改め，同項を同条第１９項とし，同条第２１項中「附則第１５条第３８項」

を「附則第１５条第３４項」に改め，同項を同条第２０項とし，同条第２２項を削り，

同条第２３項中「附則第１５条第４４項」を「附則第１５条第３８項」に改め，同項を

同条第２１項とし，同条第２４項中「附則第１５条第４５項」を「附則第１５条第３９

項」に改め，同項を同条第２２項とし，同条第２５項中「機械装置」を「機械装置等」

に改め，同項を同条第２３項とし，同項の次に次の１項を加える。 

２４ 法附則第１５条第４７項に規定する条例で定める割合は，３分の２とする。 

附則第９条の２の２中第２６項を第２５項とし，第２７項を第２６項とする。 

附則第９条の５の見出し中「平成３１年度又は平成３２年度」を「令和元年度又は令

和２年度」に改め，同条第１項中「平成３１年度分又は平成３２年度分」を「令和元年

度分又は令和２年度分」に改め，同条第２項中「平成３１年度適用土地又は平成３１年



度類似適用土地」を「令和元年度適用土地又は令和元年度類似適用土地」に，「平成３

２年度分」を「令和２年度分」に改める。 

附則第１０条の見出し中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め，同条第１項中

「平成３２年度」を「令和２年度」に，「又は法」を「又は」に改め，同条第２項中

「平成３２年度」を「令和２年度」に，「又は法」を「又は」に改め，同条第３項中

「平成３２年度」を「令和２年度」に，「又は法」を「又は」に改め，同条第４項中

「平成３２年度」を「令和２年度」に，「又は法」を「又は」に改め，同条第５項中

「平成３２年度」を「令和２年度」に，「又は法」を「又は」に改める。 

附則第１０条の３中「平成３２年度」を「令和２年度」に改める。 

附則第１１条の見出し中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め，同条中「平成３

２年度」を「令和２年度」に，「又は法」を「又は」に改める。 

附則第１３条の見出し中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め，同条中「附則第

１６条の４」を「第１６条の４まで」に改める。 

附則第１５条の見出し中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め，同条第１項中

「平成３２年度」を「令和２年度」に，「第１９項」を「第１８項」に，「又は法」を

「又は」に改め，同条第２項中「平成３２年度」を「令和２年度」に，「第１９項」を

「第１８項」に，「又は法」を「又は」に改め，同条第３項中「平成３２年度」を「令

和２年度」に，「第１９項」を「第１８項」に，「又は法」を「又は」に改め，同条第

４項中「平成３２年度」を「令和２年度」に，「第１９項」を「第１８項」に，「又は

法」を「又は」に改め，同条第５項中「平成３２年度」を「令和２年度」に，「第１９

項」を「第１８項」に，「又は法」を「又は」に改める。 

附則第１５条の２中「平成３２年度」を「令和２年度」に改める。 

附則第１６条の見出し中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め，同条中「平成３

２年度」を「令和２年度」に，「第１９項」を「第１８項」に，「又は法」を「又は」

に改める。 

附則第１７条第１項中「又は法」を「又は」に，「平成３２年度」を「令和２年度」

に改め，同条第２項中「平成３３年３月３１日」を「令和３年３月３１日」に改める。 

附則第１７条の２の２第２項中「又は法」を「又は」に改める。 



附則第２０条第１項中「第３５条の２第１項」の次に「，第３５条の３第１項」を加

える。 

附則第２０条の２第１項及び第２項中「平成３２年度」を「令和５年度」に改め，同

条第３項中「第３５条の２」を「第３５条の３」に改める。 

附則第２５条中「平成３５年度」を「令和５年度」に改める。 

第２条 岡山市市税条例の一部を次のように改正する。 

第１１条各号列記以外の部分中「第３２１条の８第２２項及び第２３項」を「第３２

１条の８第３４項及び第３５項」に，「においては」を「には」に改め，同条第４号中

「によつて」を「により」に改め，同条第５号中「，第４項又は第１９項」を「又は第

３１項」に改め，同条第６号中「第３２１条の８第２２項及び第２３項」を「第３２１

条の８第３４項及び第３５項」に改める。 

第１２条中「第３０条第１項及び第４項」を「第３０条第１項」に改める。 

第１５条第３項中「規定する収益事業」の次に「（以下この項及び第２３条第２項の

表第１号において「収益事業」という。）」を加え，「第２３条第２項の表第１号」を

「同号」に，「第２９条の８第１０項から第１２項まで」を「第２９条の８第９項から

第１６項まで」に改める。 

第２３条第２項の表第１号オ中「第２９２条第１項第４号の５」を「第２９２条第１

項第４号の２」に，同条第３項中「，同項第２号の連結事業年度開始の日から６月の期

間若しくは同項第３号の連結法人税額の課税標準の算定期間又は同項第４号」を「若し

くは同項第２号の期間又は同項第３号」に改める。 

第２９条の８第１項中「第４項，第１９項，第２２項及び第２３項」を「第３１項，

第３４項及び第３５項」に，「第１０項，第１１項及び第１３項」を「第９項，第１０

項及び第１２項」に，「第４項，第１９項及び第２３項」を「第３１項及び第３５項」

に，「同条第２２項」を「同条第３４項」に，「第３項」を「第２項後段」に改め，同

条第２項中「第６６条の７第５項及び第１１項又は第６８条の９１第４項及び第１０

項」を「第６６条の７第４項及び第１０項」に，「第３２１条の８第２４項」を「第３

２１条の８第３６項」に改め，同条第３項中「第６６条の９の３第４項及び第１０項又

は第６８条の９３の３第４項及び第１０項」を「第６６条の９の３第３項及び第９項」



に，「第３２１条の８第２５項」を「第３２１条の８第３７項」に改め，同条第４項中

「第３２１条の８第２６項」を「第３２１条の８第３８項」に改め，同条第５項中「第

３２１条の８第２２項」を「第３２１条の８第３４項」に，「同条第２１項」を「同条

第３３項」に，「，第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に，「同条第２３項」を

「同条第３５項」に改め，同条第６項中「，第４項又は第１９項」を「又は第３１項」

に，「同条第２２項」を「同条第３４項」に，「第３２１条の８第２３項」を「第３２

１条の８第３５項」に改め，同条第７項中「第３２１条の８第２２項」を「第３２１条

の８第３４項」に，「，第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に改め，同項第２号

中「第３２１条の８第２３項」を「第３２１条の８第３５項」に改め，同条第９項を削

り，同条第１０項中「第３２１条の８第４２項」を「第３２１条の８第５２項」に，

「同条第４２項」を「同条第５２項」に，「第１２項」を「第１１項」に改め，同項を

同条第９項とし，同条中第１１項を第１０項とし，同条第１２項中「第１０項」を「第

９項」に改め，同項を同条第１１項とし，同条第１３項中「第１０項」を「第９項」に，

「第７５条の４第２項」を「第７５条の５第２項」に改め，同項を同条第１２項とし，

同条中第１４項を第１３項とし，同条第１５項中「第１３項」を「第１２項」に，「第

１０項」を「第９項」に改め，同項を同条第１４項とし，同条第１６項中「第１３項前

段」を「第１２項前段」に，「第３２１条の８第５１項」を「第３２１条の８第６１

項」に，「第１０項」を「第９項」に改め，同項を同条第１５項とし，同条第１７項中

「第１３項後段」を「第１２項後段」に，「第１５項」を「第１４項」に，「第７５条

の４第３項若しくは第６項（同法第８１条の２４の３第２項において準用する場合を含

む。）」を「第７５条の５第３項若しくは第６項」に，「第１０項」を「第９項」に改

め，同項を同条第１６項とする。 

第２９条の１２第２項中「，第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に，「同条第

２３項」を「同条第３５項」に，「，第２項又は第４項」を「又は第２項」に改め，同

条第３項中「，第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に改め，「（同条第２項又は

第４項に規定する申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合には，当該連結子法人と

の間に連結完全支配関係がある連結親法人（法人税法第２条第１２号の６の７に規定す

る連結親法人をいう。以下この項において同じ。）若しくは連結完全支配関係があつた



連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し，又は法人税に係る更正若しくは決定を

受けたこと。次項第２号において同じ。）」を削り，同条第４項中「，第４項又は第１

９項」を「又は第３１項」に改める。 

第３０条第４項から第６項までを削る。 

第７２条第２項ただし書中「０．７グラム」を「１グラム」に，「０．７本」を「１

本」に改める。 

附則第２条の２第２項中「及び第４項」を削る。 

附則第９条第１項中「第６１条又は第６２条」を「第６３条又は第６４条」に，「第

６１条若しくは第６２条」を「第６３条若しくは第６４条」に改め，同条第２項中「第

６１条」を「第６３条」に改める。 

（岡山市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第３条 岡山市市税条例等の一部を改正する条例（令和元年市条例第６号）の一部を次の

ように改正する。 

  第３条のうち，岡山市市税条例第１６条第１項第２号の改正規定を削る。 

  附則第１条第３号を次のように改める。 

  (3) 削除 

    附則第１条第４号中「（前号に掲げる改正規定を除く。）」を削る。 

  附則第４条を次のように改める。 

 第４条 削除 

（岡山市市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第４条 岡山市市税条例の一部を改正する条例（令和２年市条例第３８号）の一部を次の

ように改正する。 

  第２条のうち，岡山市市税条例附則第９条の２の２第２７項の改正規定中「附則第９

条の２の２第２７項」を「附則第９条の２の２第２６項」に改める。 

   附 則 

  （施行期日） 

第１条 この条例は，公布の日から施行する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当該各

号に定める日から施行する。 



(1) 第１条中岡山市市税条例第５２条の２の次に１条を加える改正規定，第５３条第１

項の改正規定並びに第７２条第２項にただし書を加える改正規定及び同条第４項の改

正規定並びに附則第５条第４項及び第６条の規定 令和２年１０月１日 

  (2) 第１条中岡山市市税条例第１６条第１項第２号，第２４条の３及び第２６条の２第

１項ただし書の改正規定並びに同条例附則第２条の２及び第３条第１項の改正規定，

第２条中岡山市市税条例附則第９条第１項及び第２項の改正規定並びに次条並びに附

則第３条第２項及び第３項の規定 令和３年１月１日 

  (3) 第２条中岡山市市税条例第７２条第２項ただし書の改正規定及び附則第７条の規定 

令和３年１０月１日 

  (4) 第２条（前２号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第４条の規定 令和４年４月

１日 

 (5) 第１条中岡山市市税条例附則第２０条第１項及び第２０条の２第３項の改正規定 

土地基本法等の一部を改正する法律（令和２年法律第１２号）附則第１項第１号に掲

げる規定の施行の日の属する年の翌年の１月１日 

  （延滞金に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の岡山市市税条例（以下「新条例」という。）附則第

２条の２の規定は，前条第２号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金に

ついて適用し，同日前の期間に対応する延滞金については，なお従前の例による。 

  （市民税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き，新条例の規定中個人の市民税に関する部分は，令

和２年度以後の年度分の個人の市民税について適用し，令和元年度分までの個人の市民

税については，なお従前の例による。 

２ 新条例第１６条第１項（第２号に係る部分に限る。），第２４条の３及び第２６条の

２第１項の規定は，令和３年度以後の年度分の個人の市民税について適用し，令和２年

度分までの個人の市民税については，なお従前の例による。 

３ 令和３年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る新条例第２６条の２第１項の

規定の適用については，同項ただし書中「地震保険料控除額」とあるのは，「地震保険

料控除額，ひとり親控除額（地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）



第１条の規定による改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「旧法」とい

う。）第２９２条第１項第１１号に規定する寡婦（旧法第３１４条の２第３項の規定に

該当するものに限る。）又は旧法第２９２条第１項第１２号に規定する寡夫である第１

５条第１項第１号に掲げる者に係るものを除く。）」とする。 

４ 新条例第２６条の３の２第１項の規定は，この条例の施行の日（以下「施行日」とい

う。）以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同項及び同条第２

項に規定する申告書について適用する。 

５ 新条例第２６条の３の３第１項の規定は，施行日以後に支払を受けるべき所得税法

（昭和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的年金等（同法第２０

３条の７の規定の適用を受けるものを除く。）について提出する新条例第２６条の３の

３第１項に規定する申告書について適用する。 

第４条 附則第１条第４号に掲げる規定による改正後の岡山市市税条例の規定中法人の市

民税に関する部分は，同号に掲げる規定の施行の日（以下この条において「４号施行

日」という。）以後に開始する事業年度（所得税法等の一部を改正する法律（令和２年

法律第８号）第３条の規定（同法附則第１条第５号ロに掲げる改正規定に限る。）によ

る改正前の法人税法（昭和４０年法律第３４号。以下この条において「４年旧法人税

法」という。）第２条第１２号の７に規定する連結子法人（次項において「連結子法

人」という。）の連結親法人事業年度（４年旧法人税法第１５条の２第１項に規定する

連結親法人事業年度をいう。次項において同じ。）が４号施行日前に開始した事業年度

を除く。）分の法人の市民税について適用する。 

２ ４号施行日前に開始した事業年度（連結子法人の連結親法人事業年度が４号施行日前

に開始した事業年度を含む。）分の法人の市民税及び４号施行日前に開始した連結事業

年度（４年旧法人税法第１５条の２第１項に規定する連結事業年度をいう。以下この項

において同じ。）（連結子法人の連結親法人事業年度が４号施行日前に開始した連結事

業年度を含む。）分の法人の市民税については，なお従前の例による。 

  （固定資産税に関する経過措置） 

第５条 別段の定めがあるものを除き，新条例の規定中固定資産税に関する部分は，令和

２年度以後の年度分の固定資産税について適用し，令和元年度分までの固定資産税につ



いては，なお従前の例による。 

２ 新条例第３３条第４項の規定は，令和３年度以後の年度分の固定資産税について適用

し，令和２年度分までの固定資産税については，なお従前の例による。 

３ 新条例第３３条第５項の規定は，令和３年度以後の年度分の固定資産税について適用

する。 

４ 新条例第５２条の３の規定は，令和２年１０月１日以後に，同条に規定する現所有者

であることを知った者について適用する。 

５ 平成３０年４月１日から令和２年３月３１日までの間に取得された旧法附則第１５条

第２項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については，なお従前の例に

よる。 

６ 平成３０年４月１日から令和２年３月３１日までの間に新たに取得された旧法附則第

１５条第３３項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税

については，なお従前の例による。 

７ 平成２８年４月１日から令和２年３月３１日までの間に新たに取得された旧法附則第

１５条第４０項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については，な

お従前の例による。 

  （市たばこ税に関する経過措置） 

第６条 附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日前に課した，又は課すべきであった葉

巻たばこに係る市たばこ税については，なお従前の例による。 

第７条 附則第１条第３号に掲げる規定の施行の日前に課した，又は課すべきであった葉

巻たばこに係る市たばこ税については，なお従前の例による。 

  （都市計画税に関する経過措置） 

第８条 別段の定めがあるものを除き，新条例の規定中都市計画税に関する部分は，令和

２年度以降の年度分の都市計画税について適用し，令和元年度分までの都市計画税につ

いては，なお従前の例による。 

２ 平成２８年４月１日から令和２年３月３１日までの間に新たに取得された旧法附則第

１５条第４０項に規定する家屋に対して課する都市計画税については，なお従前の例に

よる。 



  （岡山市市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第９条 岡山市市税条例の一部を改正する条例（平成２７年市条例第４４号）の一部を次

のように改正する。 

附則第１１項第３号中「平成３１年９月３０日」を「令和元年９月３０日」に改める。 

附則第２２項中「平成３１年１０月１日」を「令和元年１０月１日」に改める。 

附則第２３項の表附則第１４項の項中「平成３１年１０月３１日」を「令和元年１０

月３１日」に改め，同表附則第１５項の項中「平成３２年３月３１日」を「令和２年３

月３１日」に改める。 

  （岡山市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第１０条 岡山市市税条例等の一部を改正する条例（平成２８年市条例第３６号）の一部

を次のように改正する。 

附則第１項第２号中「平成３１年１０月１日」を「令和元年１０月１日」に改める。 

第１１条 岡山市市税条例等の一部を改正する条例（平成２９年市条例第３４号）の一部

を次のように改正する。 

附則第１項第３号中「平成３１年１０月１日」を「令和元年１０月１日」に改める。 

附則第４項中「平成３１年度」を「令和元年度」に改める。 

第１２条 岡山市市税条例等の一部を改正する条例（平成３０年市条例第６３号）の一部

を次のように改正する。 

附則第１条第４号中「平成３１年１０月１日」を「令和元年１０月１日」に改め，同

条第５号中「平成３２年４月１日」を「令和２年４月１日」に改め，同条第６号中「平

成３２年１０月１日」を「令和２年１０月１日」に改め，同条第７号中「平成３３年１

月１日」を「令和３年１月１日」に改め，同条第８号中「平成３３年１０月１日」を

「令和３年１０月１日」に改め，同条第９号中「平成３４年１０月１日」を「令和４年

１０月１日」に改める。 

附則第２条第１項中「平成３１年度」を「令和元年度」に改め，同条第２項中「平成

３３年度」を「令和３年度」に，「平成３２年度分」を「令和２年度分」に改める。 

附則第７条中「平成３１年９月３０日」を「令和元年９月３０日」に改める。 

附則第９条第１項中「平成３２年１０月１日」を「令和２年１０月１日」に改め，同



条第２項中「平成３２年１１月２日」を「令和２年１１月２日」に改め，同条第３項中

「平成３３年３月３１日」を「令和３年３月３１日」に改め，同条第４項及び第５項中

「３２年新条例」を「２年新条例」に改める。 

    附則第１１条第１項中「平成３３年１０月１日」を「令和３年１０月１日」に改め，

同条第２項中「平成３３年１１月１日」を「令和３年１１月１日」に改め，同条第３項

中「平成３４年３月３１日」を「令和４年３月３１日」に改め，同条第４項及び第５項

中「３３年新条例」を「３年新条例」に改める。 

附則第１２条第１項中「３１年新条例」を「元年新条例」に改め，同条第２項中「３

１年新条例」を「元年新条例」に，「平成３２年度」を「令和２年度」に，「平成３１

年度」を「令和元年度」に改める。 

第１３条 岡山市市税条例等の一部を改正する条例（平成３１年市条例第９２号）の一部

を次のように改正する。 

  附則第２項及び第３項中「平成３１年度」を「令和元年度」に改める。 

提案理由 

 地方税法等の一部改正に伴い，ひとり親及び寡婦に対する税制上の措置並びに所有者不

明土地等に係る固定資産税の申告義務を定める等のため，本条例の一部を改正しようとす

るものである。 



甲 第 ８ ９ 号 議 案 

   岡山市地方活力向上地域における固定資産税の特例に関する条例の一部を改 

正する条例の制定について 

 岡山市地方活力向上地域における固定資産税の特例に関する条例の一部を改正する条例

を次のように制定するものとする。 

  令和 ２ 年 ６ 月 ８ 日提出 

岡山市長 大  森  雅  夫 

岡山市条例第   号 

岡山市地方活力向上地域における固定資産税の特例に関する条例の一部を改 

正する条例 

岡山市地方活力向上地域における固定資産税の特例に関する条例（平成２８年市条例第 

６号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「平成３２年３月３１日」を「令和４年３月３１日」に改める。 

附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 

提案理由 

地域再生法第１７条の６の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴い，地方活力向

上地域における固定資産税の特例の適用を受けるための計画の認定期限を延長するため，

本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ９ ０ 号 議 案 

   岡山市証明事務等手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

岡山市証明事務等手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ２ 年 ６ 月 ８ 日提出 

岡山市長 大  森  雅  夫 

岡山市条例第   号 

   岡山市証明事務等手数料条例の一部を改正する条例 

岡山市証明事務等手数料条例（平成１２年市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

第２条中第１５号を削り，第１６号を第１５号とし，第１７号から第２８号までを１号

ずつ繰り上げる。

   附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 

提案理由 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に

伴い，個人番号の通知カードの再交付手数料を廃止するため，本条例の一部を改正しよう

とするものである。 



甲 第 ９ １ 号 議 案 

岡山市営火葬場条例の一部を改正する条例の制定について 

岡山市営火葬場条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

令和 ２ 年 ６ 月 ８ 日提出 

岡山市長 大  森  雅  夫 

岡山市条例第   号 

   岡山市営火葬場条例の一部を改正する条例 

（岡山市営火葬場条例の一部改正） 

第１条 岡山市営火葬場条例（昭和３９年市条例第３７号）の一部を次のように改正する。 

第６条を第１１条とし，第５条を第７条とし，同条の次に次の３条を加える。 

（禁止行為等） 

第８条 何人も，火葬場においては，次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 施設又は設備をき損し，汚損し，又は滅失する行為 

(2) 他人に危害を及ぼし，又は迷惑をかける行為 

(3) その他火葬場の管理上支障があると認められる行為 

２ 市長は，前項の規定に違反した者又はそのおそれのある者に対し，火葬場からの退

去を命ずることができる。 

（原状回復義務） 

第９条 使用者は，火葬場の使用が終わったときは，直ちにこれを原状に復さなければ

ならない。使用の許可を取り消されたときも，同様とする。 

（損害賠償） 

第１０条 使用者は，故意又は過失により，火葬場の施設又は設備をき損し，汚損し，

又は滅失したときは，これを原状に復し，又はその損害を市に賠償しなければならな

い。ただし，市長がやむを得ない事由があると認めたときは，賠償額を減額し，又は

免除することができる。 



第４条第１項中「前条の規定により使用の許可を受けた者」を「使用者」に改め，同

条を第６条とし，第３条の次に次の２条を加える。 

（使用の不許可） 

第４条 市長は，次の各号のいずれかに該当するときは，使用を許可してはならない。 

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。 

(2) 火葬場の施設又は設備をき損し，汚損し，又は滅失するおそれがあると認められ

るとき。 

(3) その他火葬場の管理上支障があると認められるとき。 

（使用許可の取消し等） 

第５条 市長は，第３条の許可を受けた者（以下「使用者」という。）が次の各号のい

ずれかに該当するとき，又は火葬場の管理上やむを得ない事態が発生したときは，許

可した事項を変更し，又は使用の停止を命じ，若しくは許可を取り消すことができる。 

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは使用許可の条件に違反したとき。 

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。 

(3) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。 

２ 前項の規定による処分により，使用者が損害を受けることがあっても，市はその賠

償の責めを負わない。 

別表第１中「第４条」を「第６条」に改める。 

別表第２を次のように改める。 

別表第２（第６条関係） 

施設名 動物の区分 収骨の区分 使用料 

使用者が市内居

住者 

使用者が市外居

住者 

岡山市東山

斎場 

犬又は猫 収骨する場合 １頭につき  

１３，０００円 

１頭につき  

３２，０００円 

収骨しない場合 １頭につき 

９，０００円 

１頭につき  

２８，０００円 



犬及び猫以外

の動物 

収骨不可 １頭につき 

９，０００円 

１頭につき  

２８，０００円 

備考 この表において「動物」とは，次の各号のいずれにも該当するものに限る。 

(1) 哺乳類に属すること。 

(2) 愛玩することを目的として飼養されていたものであること（畜産農業に係るも

のを除く。）。 

第２条 岡山市営火葬場条例の一部を次のように改正する。 

第２条に次の１号を加える。 

(3) 岡山市岡山北斎場 岡山市北区富吉２７０７番地８ 

第１１条を第１５条とする。 

第１０条中「使用者」を「指定管理者又は使用者」に改め，同条を第１４条とする。 

第９条に次の１項を加える。 

２ 指定管理者は，その指定の期間が満了したとき，又は指定を取り消されたときは，

施設又は設備を直ちに原状に復さなければならない。 

第９条を第１３条とし，第８条を第１２条とし，第７条を第１１条とする。 

第６条第２項中「及び別表第２」を「から別表第３まで」に改め，同条を第１０条と

する。 

第５条中「第３条」を「第７条」に改め，同条を第９条とする。 

第４条を第８条とし，第３条を第７条とし，第２条の次に次の４条を加える。 

（指定管理者による管理等） 

第３条 市長は，岡山市岡山北斎場の管理に関する業務のうち，次に掲げるものについ

ては，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により，

市長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせることができる。 

(1) 岡山市岡山北斎場の使用許可に関する業務 

(2) 岡山市岡山北斎場の施設及び設備の維持管理に関する業務 

(3) その他岡山市岡山北斎場の管理上市長が必要と認める業務 

（指定管理者の指定等） 

第４条 岡山市岡山北斎場の指定管理者の指定を受けようとするものは，岡山市岡山北



斎場の事業計画に関する書類その他規則で定める書類を添えて，市長に申請しなけれ

ばならない。 

２ 市長は，前項の規定による申請があったときは，次の各号のいずれにも該当するも

ののうちから指定管理者の候補者を選定し，議会の議決を経て指定管理者を指定しな

ければならない。 

(1) その事業計画による岡山市岡山北斎場の運営が住民の平等利用を確保することが

できるものであること。 

(2) その事業計画の内容が岡山市岡山北斎場の効用を最大限に発揮させるとともに，

その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。 

(3) その事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。 

(4) その他市長が必要と認める事項 

３ 市長は，指定管理者の指定をしたとき，若しくはその指定を取り消したとき，又は

管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは，遅滞なくその旨を公告しなけ

ればならない。 

４ 市長は，指定管理者の指定の期間満了に伴い，指定管理者として指定されているも

の（以下「現指定管理者」という。）から第１項の規定による申請があった場合にお

いて，同項に規定する書類を審査し，かつ，実績等を考慮して，現指定管理者が岡山

市岡山北斎場の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるときは，

現指定管理者を指定管理者の候補者として選定することができる。 

第５条 指定管理者は，指定が効力を有する間，第７条から第９条まで及び第１２条第

２項に規定する市長の権限を指定管理者の名において行うものとする。ただし，地方

自治法第２４４条の２第１１項の規定により，管理の業務の全部又は一部の停止を命

ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。 

（事業報告書の作成及び提出） 

第６条 指定管理者は，毎年度終了後速やかに，次の事項を記載した事業報告書を作成

し，市長に提出しなければならない。ただし，年度の途中において指定を取り消され

たときは，その取消しをされた日から起算して３０日以内に当該年度の当該日までの

事業報告書を提出しなければならない。 



(1) 岡山市岡山北斎場の管理業務の実施状況及び使用状況 

(2) 岡山市岡山北斎場の管理に係る経費の収支状況 

(3) その他規則で定める事項 

別 表 第 １ 中 「 第 ６ 条 」 を 「 第 １ ０ 条 」 に ， 「 岡 山 市 東 山 斎 場 」 を 

「岡山市東山斎場 

岡山市岡山北斎場」 

別 表 第 ２ 中 「 第 ６ 条 」 を 「 第 １ ０ 条 」 に ， 「 岡 山 市 東 山 斎 場 」 を 

「岡山市東山斎場 

岡山市岡山北斎場」 

別表第２の次に次の１表を加える。 

別表第３（第１０条関係） 

施設名 区分 使用料 

岡山市岡山北斎場 多目的室 １時間につき ５５０円 

洋室 １時間につき ４７０円 

和室 １時間につき ４４０円 

宗教関係者控室 １時間につき １６０円 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，公布の日から起算して２年を超えない範囲内において規則で定める日か

ら施行する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当該各号に定める日から施行する。 

(1) 次項及び附則第３項の規定 公布の日 

(2) 第１条の規定 令和２年８月１日 

（準備行為） 

２ 第２条の規定による改正後の岡山市営火葬場条例（以下「新条例」という。）第３条

の規定に基づく指定管理者の指定を受けようとするものは，この条例の施行の日（以下

「施行日」という。）前においても，新条例第４条第１項の規定の例により，その指定

の申請をすることができる。 

に改める。 

に改める。 



３ 市長は，前項の規定による申請があったときは，施行日前においても，新条例第４条

第２項の規定の例により，その指定をすることができる。この場合において，当該指定

を行ったときは，市長は，同条第３項の規定の例により，その旨を公告するものとする。 

提案理由 

岡山市岡山北斎場を設置し，及び本市の火葬場の管理について定める等のため，本条例

の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ９ ２ 号 議 案 

   岡山市立老人憩の家条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市立老人憩の家条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ２ 年 ６ 月 ８ 日提出 

岡山市長 大  森  雅  夫 

岡山市条例第   号 

   岡山市立老人憩の家条例の一部を改正する条例 

 岡山市立老人憩の家条例（昭和４６年市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

 第１条第２項の表岡山市立千種老人憩の家の項を削る。 

   附 則 

 この条例は，令和３年４月１日から施行する。 

提案理由 

 岡山市立千種老人憩の家を廃止するため，本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ９ ３ 号 議 案 

   岡山市福寿苑条例を廃止する条例の制定について 

 岡山市福寿苑条例を廃止する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ２ 年 ６ 月 ８ 日提出 

岡山市長 大  森  雅  夫 

岡山市条例第   号 

   岡山市福寿苑条例を廃止する条例 

 岡山市福寿苑条例（平成１８年市条例第１０６号）は，廃止する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和３年４月１日から施行する。 

 （岡山市公共施設における暴力団排除に関する条例の一部改正） 

２ 岡山市公共施設における暴力団排除に関する条例（平成２１年市条例第６１号）の一

部を次のように改正する。 

  別表岡山市福寿苑条例（平成１８年市条例第１０６号）の項を削る。 

提案理由 

 福寿苑を廃止するため，本条例を廃止しようとするものである。      



甲 第 ９ ４ 号 議 案 

   岡山市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ２ 年 ６ 月 ８ 日提出 

岡山市長 大  森  雅  夫 

岡山市条例第   号 

   岡山市介護保険条例の一部を改正する条例 

 岡山市介護保険条例（平成１２年市条例第５５号）の一部を次のように改正する。 

 第６条第２項中「令和元年度及び令和２年度の各年度」を「令和２年度」に，「２７，

７２０円」を「２２，１７６円」に改め，同条第３項中「令和元年度及び令和２年度の各

年度」を「令和２年度」に，「４２，５０４円」を「３３，２６４円」に改め，同条第４

項中「令和元年度及び令和２年度の各年度」を「令和２年度」に，「５３，５９２円」を

「５１，７４４円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和２年６月３０日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の岡山市介護保険条例の規定は，令和２年度分の介護保険料から適用し，令和

元年度分までの介護保険料については，なお従前の例による。 

提案理由 

 介護保険法施行令の一部改正に伴い，令和２年度の介護保険料の額の一部を改めるため，

本条例の一部を改正しようとするものである。 



甲 第 ９ ５ 号 議 案 

   岡山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の    

   一部を改正する条例の制定について 

 岡山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例を次のように制定するものとする。 

  令和 ２ 年 ６ 月 ８ 日提出 

岡山市長 大  森  雅  夫 

岡山市条例第   号 

   岡山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の 

   一部を改正する条例 

 岡山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年

市条例第１１８号）の一部を次のように改正する。 

第１０条第３項中「指定都市」の次に「若しくは同法第２５２条の２２第１項の中核

市」を加える。 

   附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 

提案理由 

 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６３

号）の一部改正に伴い，放課後児童支援員の資格要件を改めるため，本条例の一部を改正

しようとするものである。 



甲 第 ９ ６ 号 議 案 

   岡山市浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

 岡山市浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制

定するものとする。 

  令和 ２ 年 ６ 月 ８ 日提出 

岡山市長 大  森  雅  夫 

岡山市条例第   号 

   岡山市浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例の一部を改正する条例 

 岡山市浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例（平成６年市条例第３０号）の一部を

次のように改正する。 

 第１０条に次の１項を加える。 

４ 浄化槽保守点検業者は，第１項の浄化槽管理士に市長が別に定める研修を第３条第２

項に規定する登録の有効期間内に１回以上受けさせなければならない。ただし，特別の

事情があると市長が認めるときは，この限りでない。 

第１１条第３項中「第７条」を「第７条第１項」に，「第１１条」を「第１１条第１項

本文」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の第１０条第４項の規定は，この条例による改正前の第３条第

１項又は第３項の登録の有効期間の満了の日がこの条例の施行の日から１年の間にある

浄化槽保守点検業者については，適用しない。 



提案理由 

 浄化槽法の一部改正に伴い，浄化槽管理士に対する研修の機会の確保に関する事項を定

める等のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 


